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第 47回 サステナビリティ基準委員会議事概要 

 

I. 日 時  2025年 1月 23日（木） 9時 00分～11時 30分 

II. 場 所  財務会計基準機構 会議室 

III.議 題 

（審議事項） 

(1) IFRS S1号及び IFRS S2号に相当する基準の開発 

 

本サステナビリティ基準委員会は、一般の傍聴は Zoomウェビナーを利用して実施した。 

 

IV. 議事概要 

(1) IFRS S1号及び IFRS S2号に相当する基準の開発 

小西ディレクター及び桐原ディレクターより、次の事項についてそれぞれ説明がなされ、審

議が行われた。 

① 指標の報告のための算定期間に関する取扱い 

② 2024年 11月公開草案コメント対応表 

③ 「サステナビリティ開示基準の適用」の文案 

④ 「一般開示基準」の文案 

⑤ 「気候関連開示基準」の文案 

⑥ 「公表にあたって」の文案 

以 上 


